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平成２１年（わ）第６５６号

判 決          

被 告 人  ａ

被告事件名 特別公務員暴行陵虐

主 文          

被告人を懲役１０月に処する。

未決勾留日数中７０日をその刑に算入する。

この裁判確定の日から３年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由          

（罪となるべき事実）

被告人は，法務教官として広島県東広島市ｂ町ｃｄ番地のｅ所在のｆ少年院に勤

務し，法令により拘禁された者を看守するなどの職務に従事していた者であるが，

平成１７年９月１６日，同少年院体育館において，法令により拘禁されていたｇ

（当時１６歳）に対し，シーツを同人の頸部に巻き付けた上で，自分で頸部を絞め

付けて死ぬように迫る旨の文言を申し向け，続けて，同人に遺書を作成するよう申

し向けた上，同人がこれを拒絶すると，同少年院の他の法務教官に指示し，「イシ

ョ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を作成させて，これを読み上げさせ，

さらに，同少年院学科教室洗濯棟において，前記ｇの面前で，塩素系漂白剤と酸性

洗剤をビニール袋内で混合して有毒な気体が発生しているかのように装った上，同

ビニール袋を同人の顔面に近づけて，そこから発生している有毒な気体を吸えば死

ねるなどと迫る旨の文言を申し向けるなどし，もって，その職務を行うに当たり，

同人に対して暴行及び陵辱・加虐の行為をしたものである。

（証拠の標目）

略

（事実認定の補足説明）
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１ 争 点

本件の公訴事実中，被告人が行ったとされる暴行及び陵辱・加虐の行為は，ｇ

（以下「本件少年」という。）に対し，ｆ少年院体育館において，シーツを同人

の頸部に巻き付けた上で「絞めたら死ねるぞ。」などと自ら頸部を絞め付けるよ

うに言うとともに，同シーツで同人の頸部を絞め付け，続けて，同人に「遺書を

書け。」などと遺書を作成するよう言った上，同人がこれを拒絶すると，同少年

院の他の法務教官に「イショ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を作成

させて，これを読み上げさせるなどし，同少年院学科教室洗濯棟において，本件

少年の面前で塩素系漂白剤と酸性洗剤をビニール袋内で混合して塩素ガス様の気

体を発生させた上，同ビニール袋を同人の顔面に近づけて，「吸ってみい。これ

を吸ったら死ねるぞ。」と言うなどし，さらに，同少年院雑居寮舎第１学寮寮監

室において，「特別少年院に行けば，２３歳までおらすことができる。医療少年

院に行けば，２６歳までおらすことができる。ずっとおらせることができる。」

などと言うなどした，というものである。

  本件の争点は，①被告人が，本件少年に対し，公訴事実記載の暴行及び陵辱・

加虐の行為とされている行為を行ったか否か（被告人が行った行為の内容），②

上記①を前提として，特別公務員暴行陵虐罪の成否（構成要件該当性及び違法性

阻却事由の存否）である。

弁護人は，被告人が公訴事実記載の行為を行ったことはない上，被告人が本件

少年に対して行った行為は，少年院という矯正教育の場において，正当な目的

（教育上の指導目的及び保安上の目的）から行われたものであることなどに照ら

すと，特別公務員暴行陵虐罪として問擬すべきものではないから，被告人は無罪

であると主張するので，以下検討する（以下，人名については，特に断らない限

り，初出のとき以外は名の表示を省略する。）。

２ 前提事実

  関係各証拠によれば，本件に至る経緯及び本件前後の状況等について，以下の
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事実が認められる。

(1) 被告人は，昭和６１年４月に法務教官として採用され，ｈ少年院で勤務し始

め，そのころから，発達の視点を取り入れた矯正教育のあり方を研究・実践し

てきた。その後，各地の少年院等で勤務し，平成１５年４月からｆ矯正管区で

勤務した後，平成１７年４月から平成１９年３月までの間，首席専門官として

ｆ少年院において勤務した。

(2) ｆ少年院は，平成１４年ころ以降，いわゆる荒れた状態（在院者による規律

違反が横行し，暴力やいじめのほか，教官の指導に従わずに反抗することもあ

るような状態）であり，その後の取組みによって改善されたものの，被告人が

着任した当時，まだ荒れた状態は残っており，被告人もこのような経過を熟知

していた。

被告人は，ｆ少年院のこのような状況を建て直すため，長年にわたって研究

・実践してきた指導方法に基づき，集団処遇と個別処遇を組み合わせて，「統

制，参加，委任」という段階的な指導方法のほか，個々の在院者の特性に応じ

て発達の視点を取り入れた指導方法を導入し，そのような処遇や指導方法を他

の法務教官に対して教示する傍ら，自らも院内を頻繁に巡回したり，少年との

個別面接を繰り返すなどして，これを実践しており，一定の成果を上げていた。

(3) 本件少年は，平成１７年２月にｆ少年院に入所した後，規律違反行為を繰り

返しており，同年３月に２回，同年４月に１回それぞれ訓戒処分を受け，同年

６月には謹慎３日の処分を受けた。また，本件少年が所属していた第１学寮は，

規律違反が相次いだため出寮停止となり，寮生全員が寮内で終日内省をしてい

た最中であったにもかかわらず，同年９月１３日，本件少年は，巡回中の被告

人を目で追ったことにより，被告人から厳しく注意を受けた。

(4) 本件当日である同月１６日（金曜日）は，午前９時３０分から進級式が行わ

れたが，その際に年長少年が所属する第２学寮の在院者で礼の仕方が悪い者が

おり，ｉ教官から注意を受けた。被告人は，これを機に，院内全体で問題解決
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型のロールプレーを行おうと考え，在院者がこのような態度をとっているよう

では後日予定されている運動会は中止にする旨発言し，その後は，各学寮にお

いて問題解決に向けた取組みが行われた。このため，同日午後２時３０分から

予定されていた院内護身術検定は延期となった（実際には，同月２２日に行わ

れた。）。

(5) 同月１６日夕方，第１学寮の在院者と面談をしたｊ教官は，以前に，本件少

年及び同室の在院者であったｋ（以下「ｋ少年」という。）が，夜間私語をし

ており，その際，「クソ首席（被告人のこと）を殺す。」「逃走する。」など

という話をしていたことを聞き，教育部門に赴いて報告し，被告人にもその旨

伝わった。被告人は，教育部門にいたｌ統括専門官，ｍ統括専門官，ｎ教官ら

に同行するよう指示をして，同人らとともに本件少年のいる第１学寮に向かい，

夕食をとっていた本件少年を立たせ，逃走防止のために小手取り連行を指示し，

体育館に連れて行った。その後，被告人は，本件少年を洗濯棟に連れて行った

（なお，体育館及び洗濯棟において被告人が本件少年に対して行った行為につ

いては，後に検討する。）。さらに，被告人は，第２学寮にも本件少年を連れ

て行って，１時間くらい同学寮の在院者との集会の場を持ち，その際，被告人

に促され，本件少年が首席（被告人）を殺すという私語をしたことを告げたと

ころ，同学寮の在院者から，本件少年の言動をたしなめる発言や助言が相次い

だ。その後，同日か後日，被告人は，本件少年に対して個別面接をした（なお，

その際の被告人の本件少年に対する発言については，後に検討する。）。

(6) 本件少年の担任であったｊ教官は，本件少年が他人からの言葉を理解しづら

く，他人の感情を言葉ではなく表情で理解していると考えており，ゆっくり指

導するよう心掛けていたところ，被告人も，本件少年には聴覚系のＬＤ（学習

障害）など発達上の問題があり，本件少年が私語をしていたｋ少年にはバイポ

ーラ（双極性障害）の傾向があるなどと認識していた。被告人は，同月１７日

から同月１９日の連休中に，本件少年のみならず（同月１９日夕刻に実施），
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ｋ少年に対しても面接指導を行い，その結果をも踏まえて，連休明けの同月２

０日（火曜日）に行われた教育部門のミーティングにおいて，他の法務教官ら

に対し，それぞれの特性を踏まえた両少年に対する指導方法等について指示を

した。

(7) 本件少年は，同月１６日から調査のため単独寮に収容されていたが，特に食

事が十分に取れなくなるなどといった様子は見受けられず，同月２１日には，

自ら，ゴミ箱に落書きがある旨の申告を行った。なお，本件少年は，同月２２

日に謹慎２０日及び１階級降下の処分を受けたが，その後は，平成１８年４月

まで規律違反行為で処分を受けることはなかった。

３ 本件当日に被告人が本件少年に対して行った行為について

(1) シーツを使った行為について

  ア 検察官は，被告人は，本件少年を体育館に連れて行った後，本件少年の頸

部にシーツを巻き付けた上で，「絞めたら死ねるぞ。」などと自ら頸部を絞

め付けるように言うとともに，そのシーツで本件少年の頸部を絞め付けたと

主張している。

これに対し，被告人は，当公判廷において，シーツをまず自分の首に掛け，

本件少年に対し，「殺したいんだろう。殺せるものなら先生を殺してごら

ん。」などと申し向けたところ，本件少年がこれを断ったことから，本件少

年の首にシーツを掛け（巻き付けてはいない。），「自分で自分のことをや

れるか。」などと言ったなどと供述している。

イ 本件少年は，当裁判所が実施した公判期日外の証人尋問において，概ね，

上記検察官の主張に沿った内容の供述をしており，被告人からシーツで首を

絞められて苦しんだ状況や，これをほどこうと抵抗した状況等に関する供述

は，確かに，検察官が指摘するとおり，自ら体験したものでなければ語り得

ないような具体性と迫真性を備えているといえる。

    しかしながら，本件少年は，公訴事実に記載された行為以外にも，被告人
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から，体育館に連れて行かれる前及びその後に足をかけられて転倒させられ

たことのほか，体育館において，片方の手で首をわしづかみのように掴まれ，

３０秒くらい首を絞められたこと，さらに，被告人か他の法務教官から，ぬ

れたティッシュを口の中に入れられそうになったことなども証言している。

これらの証言についてもまた，上記のような評価が当てはまり，本件少年の

頸部にシーツを巻き付けるなどした行為に劣らず，印象的な出来事であるが，

ｌ教官ら数名の法務教官が被告人に同行し，現場に居合わせたにもかかわら

ず，これに沿う目撃証言はなく，他にこれを裏付ける証拠も見当たらない。

このように，本件少年の証言は，体験者でなければ語り得ないような具体

的かつ迫真的な内容とはいえ，裏付けを全く欠いている部分がある上，そも

そも，証言時点から４年以上も前の出来事に関する証言であることなどから，

被告人の行った行為を認定するに当たっては，この点に留意しつつ，本件少

年の証言や被告人の供述のみならず，他の客観的な証拠や，本件の現場に立

ち会った他の法務教官の目撃証言等を慎重に吟味する必要があるというべき

である。

ウ そこで，他の目撃証言等について検討すると，被告人がシーツを使った行

為の場面に立ち会った法務教官は複数いたにもかかわらず，被告人がシーツ

で本件少年の頸部を絞め付け，本件少年が苦しんでいる状況について明確に

証言している者はおらず，そのような状況を裏付ける証拠もないのであり，

わずかにｎ証人が，本件少年の首が絞まったような場面の記憶があり，わず

かな時間だが，本件少年のあごが引いて表情が少し赤くなったように思うな

どと述べているのみであるが，本件少年の証言内容とは，やや隔たりがある

と評価せざるを得ない。また，ｎ証人は，被告人と本件少年のどちらが絞め

たかは分からないと証言するにとどまっている。

本件少年が述べるように，真実，被告人がシーツを本件少年の頸部に巻き

付け，左右に引っ張って３０秒くらい絞め付けたのに対し，本件少年が苦し
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んでおり，それをほどこうと抵抗している場面があったとするならば，それ

は異常な出来事であって，当然，現場に居合わせた法務教官らにとっては極

めて印象に残る場面であるはずである。しかも，被告人が，首席専門官とし

て，他の法務教官に対し，在院者を指導する際に暴力を振るうことのないよ

う指導していたことは，当公判廷に出廷した法務教官が一致して証言してい

るところであり，そのような被告人が，周囲に複数の法務教官がいる面前で，

本件少年の首をシーツで絞める暴行を加えたというのである。そして，この

場面について証言しているｎ証人及びｍ証人らには，被告人に不利な内容の

証言を回避して被告人を庇おうという供述態度は見受けられないことに照ら

すと，目撃証言を含め，本件少年の証言を裏付ける明確な証拠が全くないと

いうのは，不自然であるといわざるを得ない。それ以外の場面でも，既に説

示したとおり，本件少年の証言には印象的な出来事であるはずの場面につい

て裏付けを欠いている部分があることも考え併せると，被告人がシーツで本

件少年の頸部を絞め付けたと認定するには合理的な疑いが残るというべきで

ある。

    他方で，被告人の上記公判供述のうち，シーツをまず自分の首に掛けたと

いう部分についても，これを窺わせるような事情は本件少年の証言に現れて

いないばかりか，これに沿う目撃証言も全くなく，たやすく信用することは

できない。

    もっとも，ｎ証人やｍ証人は，いずれも，被告人が本件少年の首にシーツ

を１回巻き付けて自分で首を絞めるように迫った旨証言しているところ，そ

の限度では本件少年の証言とも符合している。そして，本件につき任意の取

調べを受けていた際に被告人が作成した供述書写し（乙４）によれば，被告

人は，シーツを使用した場面について，シーツを本件少年の首に巻いて絞め

た記憶はないとしながらも，具体的な状況に関する記憶は甚だ曖昧であるこ

とが窺われる。被告人の上記公判供述を前提にしても，本件少年に自ら首を
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絞めるように促すためには，単に首の後ろからシーツを掛けるのみならず，

シーツを首に巻き付けるのがより自然な動作というべきであることも併せ考

えると，被告人は，本件少年の頸部にシーツを巻き付け，自分で頸部を絞め

付けて死ぬように迫る旨の文言を申し向けたと認めるのが相当である。

  エ そうすると，本件公訴事実中，被告人が，体育館において，本件少年の頸

部にシーツを巻き付けた上で，自分で頸部を絞め付けて死ぬように迫る旨の

文言を申し向けたことは認められるが，シーツで本件少年の頸部を絞め付け

たとまでは認められない。

(2) 遺書を書かせる行為について

ア 検察官は，被告人は，体育館において，本件少年に「遺書を書け。」など

と遺書を作成するよう言った上，同人がこれを拒絶すると，ｍ教官に「イシ

ョ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を作成させて，これを読み上

げさせるなどしたと主張しているところ，ｍ証人はこれに沿う証言をしてお

り，ｏ証人もｍ証人の証言に符合する証言をしている。

これに対し，被告人は，当公判廷において，本件少年に遺書を書くように

言ったところ，ｍ教官が，本件少年が遺書を書けない様子を見て，「書けな

いんだったらおれが書いてやるよ。」などと言い出して代わりに書き，自分

に「どう書けばいいんですか。」などと尋ねてきた旨供述している。

イ ｍ証人は，この行為の場面について，被告人から指示された際，早く書い

て早くその現場から立ち去りたいという気持ちであったことや，頭が混乱し

ていて「遺書」という漢字が思いつかず，片仮名で「イショ」と記載したこ

と，「ぼくは死にます。」という文言についても被告人から指示されて記載

したこと，作成した遺書は被告人の指示で読み上げたことなどを自らの心理

状態や本件少年の様子などを交えて具体的に述べた上で，自分が関わってい

るところなので，他のところよりは記憶がはっきりしている旨証言しており，

ｏ証人も，被告人が嫌がっているｍ教官に指示して遺書を書かせた旨証言し
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ている。

そして，関係証拠によれば，被告人は，遺書を使った指導について知見を

有していたのに対し，本件当時，ｆ少年院内で遺書を使った指導が広く行わ

れていたとは認められないことに照らすと，ｍ教官をはじめ，被告人の行為

の趣旨が周囲の法務教官らに十分に理解されていたとは認められない状況に

おいては，ｍ教官が，被告人が本件少年に対する行為を行っている真っ最中

であるにもかかわらず，被告人に何の断りもなく，いきなり率先して，本件

少年に代わって自ら遺書を書くように申し出るなどとは考えにくいのであっ

て，むしろ，遺書を使った指導につき知見を有する被告人が，遺書を書くこ

とを拒んでいる本件少年に代わり，ｍ教官に遺書を書くことなどを指示する

ことは，流れとして自然であることからすると，被告人からの指示で遺書を

作成して読み上げたというｍ証人の上記証言の根幹部分は十分信用でき，こ

れに反する被告人の上記供述は信用できない。

ウ そうすると，本件公訴事実中，被告人が，体育館において，本件少年に遺

書を作成するよう申し向けた上，同人がこれを拒絶すると，ｍ教官に指示し，

「イショ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を作成させて，これを

読み上げさせた事実が認められる。

(3) 洗剤を使った行為について

ア 検察官は，被告人は，体育館から洗濯棟に移動した後，本件少年の面前で

塩素系漂白剤であるｐと酸性洗剤であるｑをビニール袋内で混合して塩素ガ

ス様の気体を発生させた上，同ビニール袋を同人の顔面に近づけて，「吸っ

てみい。これを吸ったら死ねるぞ。」などと言うなどしたと主張していると

ころ，本件少年は，被告人が，青色の容器と緑色の容器の２種類の液体洗剤

を容器から直接ビニール袋に入れて混ぜ合わせた後，自分のところに近づい

て来て，「これ吸ったら死ねるけん，吸えや。」などと言ってビニール袋の

口を持って自分の口に近づけてきたなどと，これに沿う具体的かつ迫真的な
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証言をしている。

これに対し，被告人は，当公判廷において，ｍ教官から受け取ったキャッ

プに入ったｐを，本件少年らに気付かれないように，洗濯室横のトイレの手

洗い場で水に取り換え，これを他の法務教官から受け取った別の液体洗剤の

入ったカップの中に入れて机の上に置く一方，他の法務教官らに換気をする

よう指示して扉を開けさせるなどして，有毒ガスが発生しているかのように

装い，一緒に逃げようなどと言って，本件少年を連れて第２学寮に向かった

などと供述している。

  イ そこで，他の目撃証言等について検討すると，まず，被告人の行為態様に

ついて，その場に立ち会ったというｎ証人，ｍ証人，ｒ証人及びｏ証人は，

一様に，被告人は，塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜると有毒な気体が発生し，

これを吸ったら死ぬなどという趣旨の話をしながら，液体の入ったビニール

袋の口の部分を本件少年の口元に近づけて，吸うように迫ったと証言してお

り（入っていた液体の中身については後述する。），これは本件少年の証言

と符合している。しかも，ｒ証人は，自分が被告人の使用したビニール袋を

処理したと述べており，ｏ証人もビニール袋を片付けている職員を見たとい

うのである。他方で，被告人の上記供述については，これを窺わせるような

事情は本件少年の証言に現れていないばかりか，これに沿う目撃証言も見当

たらない。

首席専門官である被告人が，液体の入ったビニール袋の口の部分を本件少

年の口元に近づけて吸うように迫るなどというのは，当然，現場に居合わせ

た法務教官らにとって，極めて印象に残る場面であり，本件少年の証言や他

の目撃証言は，多少の食い違いはあるものの，上記の点では完全に一致して

いる。これは，各証人が各自の目撃した状況を記憶に従って真摯に述べてい

ることの表れと評価することができ，それぞれの証言の信用性を高め合って

いるといえる。したがって，この部分に関する本件少年や他の法務教官らの
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証言は，その一致する限度で，高度の信用性を有するといえ，これに反する

被告人の上記供述は信用できない。

そうすると，被告人は，液体の入ったビニール袋を本件少年の顔面に近づ

けて，そこから発生している気体を吸えば死ねるなどと迫った事実が認めら

れる。

  ウ 次に，被告人がビニール袋内に入れていた液体が何であったかについて検

討する。

検察官は，被告人が塩素系漂白剤であるｐと酸性洗剤であるｑをビニール

袋内で混合して塩素ガス様の気体を発生させたと主張する。

しかしながら，弁護人からの委託を受けて行われたｐとｑの混合実験の様

子を収録したＤＶＤ（弁６６），同実験の結果をまとめた鑑定書（弁６２の

１）及び同実験を実施したｓ証人の証言によれば，ｐとｑを等量で混合した

場合，混ぜ合わせた瞬間に激しい化学反応が起こり，大量の泡が発生して液

体上部に貯留し，混合液は黄色くなり，刺激臭のある黄緑色の塩素ガスが発

生することが認められる。にもかかわらず，本件少年の証言や他の目撃証言

に現れている被告人が使用したビニール袋内の変化の状況は，ぽつぽつと泡

が立った，ビニール袋が膨らんだ，水蒸気が発生して白く曇ったなどという

にとどまり，特段の変化はなかったと述べる者さえいるほか，ビニール袋を

処理した際に異臭がしたと述べる者もいない。

そうすると，上記実験の内容が，混ぜ合わせる洗剤の量等について，本件

少年の証言を基にしているにすぎず，本件当時の状況を正確に再現して行わ

れたとは限らないことを考慮しても，検察官が主張するように，被告人が，

ビニール袋内で，ｐとｑを混合させたと認めるには合理的な疑いが残るとい

わざるを得ない。

なお，確かに，検察官が指摘するように，この点に関する被告人の供述に

は変遷が見られる。すなわち，被告人の検察官調書（乙２，３）においては，
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漂白剤と洗剤を混ぜて有毒ガスを発生させたことを認める供述が記載され，

その後に被告人自身が作成した供述書写し（乙４）には，ｐは水に換えたか

薄めた旨記載されており，さらに，当公判廷においては，被告人は，ｐを水

に換えたことはずっと記憶にある旨供述している。このような供述の変遷は，

被告人の公判供述の信用性を減殺する事情といえるが，最初に検察官調書

（乙２）が作成された時点で，本件から４年近くが経過しており，被告人の

記憶が減退していたとしてもやむを得ない面があるし，ｐとｑの混合実験の

結果という客観的な証拠がある以上，上記判断は左右されない。

また，ｔ証人は，本件当時，鼻にツンとくる刺激臭がしたと証言している。

しかしながら，ｔ証人は，捜査段階において，本件当日は週休日であったが，

午後２時３０分から行われた院内護身術検定に参加するためにｆ少年院に出

勤し，午後４時過ぎころに同検定が終わった後に本件を目撃した旨供述して

おり（弁６４），当公判廷においても，本件当日にｆ少年院に出勤していた

ことを前提に，本件の目撃状況等を証言しているところ，上記認定のとおり，

本件当日に予定されていた院内護身術検定は延期され，実際には平成１７年

９月２２日に実施されているのである。週休日以外に出勤した理由について，

客観的事実に反する説明をしていることは見過ごすことができないのであり，

そのように事実に反する説明をした理由も明らかになっていない。また，ｔ

証人は，当庁において，ｆ少年院で行った特別公務員暴行陵虐罪により有罪

判決を受け，証言当時，控訴して係争中であったことや，自らの裁判におい

て罪に問われた事実について，被告人の行為をまねて暴行陵虐行為を行うよ

うになった旨述べていることも併せ考えると，ｔ証人が，真実，本件当日に

ｆ少年院に出勤して本件を目撃しているかは疑問が残るといわざるを得ない

のであり，同証人の目撃証言を本件の事実認定の基礎とすることは相当でな

い。

  エ したがって，本件公訴事実中，被告人が，本件少年の面前で，実際に，ｐ
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とｑをビニール袋内で混合したという事実は認められないが，これらの洗剤

をビニール袋内で混合して有毒な気体が発生しているかのように装った上，

同ビニール袋を本件少年の顔面に近づけて，そこから発生している有毒な気

体を吸えば死ねるなどと迫る旨の文言を申し向けたという事実は認められる。

(4) 第１学寮の寮監室での発言について

ア 検察官は，被告人は，本件少年を洗濯棟から第２学寮に連れて行き，同学

寮の在院者との集会の場を持った後，第１学寮の寮監室において，本件少年

に対し，「特別少年院に行けば，２３歳までおらすことができる。医療少年

院に行けば，２６歳までおらすことができる。ずっとおらせることができ

る。」などと言うなどしたと主張している。

イ この点に関し，本件少年は，第１学寮の寮監室において，被告人から，

「おまえをずっと少年院におらしちゃるけえの。」と言われたことのほか，

「中等少年院は２０歳までおらすことができて，特別少年院は２３歳までお

らすことができて，医療少年院は２６歳までおらすことができて，そこから

ずっとおらすことができるけえの。」などと言われた旨証言しているが，他

方で，「中等（少年院）が２３歳までおらすことができると思ってて，特少

（特別少年院）が２６歳だと思ってて，医療（少年院）からずっとおらせる

ことができるというふうに」思っており，どの少年院に何歳まで在院させる

と言われたかについての記憶は曖昧であるなどとも証言しており，被告人か

ら公訴事実記載の文言を申し向けられたと明確に証言しているわけではない。

他方，被告人は，当公判廷において，本件少年に対し，「殺人や殺人未遂

をすれば，特別少年院に行くことだってあり得る。その場合，２３歳まで出

られないこともある。医療少年院に行くことになるかもしれない。その場合

は２６歳まで出られないこともあり得る。少年法が改正されたので，少年刑

務所に行くことになることだってあり得る。」などと言ったことはある旨供

述し，さらに，本件当日か後日，本件少年に対して個別面接をした際に，法
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制度に関する説明を行った記憶があり，人を殺した場合には，特別少年院と

か医療少年院に行くことになるというふうに言及したと思う，医療少年院に

ついては，そういう事例があるという一般例を述べたが，本件少年をそこに

送るとは言っていないなどと供述している。

そこで，これらの供述の信用性について検討すると，上記認定のとおり，

本件少年は，ｆ少年院入所以来，規律違反行為を繰り返していたこと，被告

人が本件に及んだ直接の原因は，本件少年が他の在院者とともに，逃走や被

告人を殺すなどといった話をしていた旨の報告を受けたことにあること，被

告人が本件の３日後に本件少年に対して面接指導を行っていることなどの事

情に照らすと，被告人が述べるように，本件少年に対して，事後的に，殺人

等の重大な非行を犯した場合にどのような処遇を受けるかについて，具体例

を挙げて法制度の説明をしたというのも不自然・不合理とはいえない。そし

て，本件少年の上記証言には曖昧な面があり，本件少年は他人からの言葉を

正確に理解するのが困難な傾向があって，このような制度に対する本件少年

の理解は，必ずしも十分なものではなかったことが窺われることや証言時ま

でに４年以上経っていることも併せ考えると，本件少年が，被告人から，厳

しい口調で，実際に殺人等を行った場合の少年院等の在院期間に関する説明

を受け，被告人からずっと少年院にいさせるなどと脅迫されたかのように受

け取って記憶した可能性は否定できないのであり，その場合には，本件少年

の上記証言は，必ずしも被告人の上記公判供述と矛盾するわけではない。

ウ したがって，本件公訴事実のように，被告人が，本件少年に対して，何ら

の前提もなく，「特別少年院に行けば，２３歳までおらすことができる。医

療少年院に行けば，２６歳までおらすことができる。ずっとおらせることが

できる。」などと，ことさら本件少年を長期間少年院に在院させる旨言った

事実を認めることには合理的な疑いが残り，本件当日か後日，実際に殺人等

を行った場合には少年院等の在院期間が長くなる旨を厳しい口調で説明した
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という事実が認められるにとどまる。

なお，検察官は，本件少年の上記証言の信用性を高める事情として，本件

とは別の機会に，被告人が医療少年院に送って２６歳までおらしたろうかと

在院者に言っているのを聞いたことがある旨のｎ証人らの証言を引用するが，

被告人がどのような状況でそのような発言をしたのかは明らかではなく，上

記判断を左右するものではない。

(5) 小 括

以上の次第であり，被告人は，本件当日，体育館において，本件少年の頸部

にシーツを巻き付けた上で，自分で頸部を絞め付けて死ぬように迫る旨の文言

を申し向け，これを拒絶されると，本件少年に遺書を作成するよう申し向けた

上，同人がこれを拒絶すると，ｍ教官に指示し，「イショ」「ぼくは死にま

す。」などと記載した文書を作成させて，これを読み上げさせ，さらに，洗濯

棟に移動し，本件少年の面前で，ｐとｑをビニール袋内で混合して有毒な気体

が発生しているかのように装った上，同ビニール袋を本件少年の顔面に近づけ

て，そこから発生している有毒な気体を吸えば死ねるなどと迫る旨の文言を申

し向けるなどしたほか，実際に殺人等を行った場合には少年院等の在院期間が

長くなる旨を厳しい口調で説明したと認められる（以下，これらをまとめて

「本件行為」という。）。

４ 特別公務員暴行陵虐罪の成否について

(1) 以上の認定事実を前提として，本件行為につき特別公務員暴行陵虐罪が成立

するか否かについて検討する。

特別公務員暴行陵虐罪にいう「暴行」とは，身体に対する不法な有形力の行

使をいい，「陵辱」及び「加虐」とは，一括して，暴行以外の手段で精神的・

肉体的に苦痛を与える行為をいうと解されるところ（以下，「陵辱」又は「加

虐」を特に区別せず，まとめて「陵虐行為」という。），相手方の個人的法益

とともに公務の適正とこれに対する国民の信頼をも保護するという同罪の趣旨
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のほか，刑法１９５条２項の主体が「法令により拘禁された者を看守し又は護

送する者」とされていることからして，本罪が処罰の対象としているのは，こ

れらの者がその職務上行うことが許されている範囲を逸脱して行った行為に限

られると解すべきである（弁護人も指摘するように〔弁論要旨２頁〕，構成要

件該当性及び違法性阻却事由の存否を判断する際に考慮すべき要素は共通して

おり，両者を区別せずに論じることとする。）。

そして，少年院の法務教官が在院者に対して行った行為につき特別公務員暴

行陵虐罪として問擬すべきであるか否かについて，一般的，普遍的な基準を見

出すことは困難といわざるを得ず，その判断は，結局のところ，当該行為の態

様そのものを基本に，当該行為が行われるに至った経緯，動機及び目的や，当

該行為後の状況，当該行為を行う者の立場，指導する相手の性格や属性，当該

行為が相手に与えた影響の有無及び程度等の具体的事情を総合し，少年院にお

ける矯正教育という特殊性を踏まえつつ，当該行為を職務上行うことが必要か

つ相当といえるかを，社会通念に従って，個別に判断していくほかはない。

(2) そこで，上記(1)の基準に照らし，本件行為につき特別公務員暴行陵虐罪と

して問擬すべきであるか否かについて検討する。

ア まず，被告人が本件少年に対して本件行為を行った動機や目的等について

検討する。

被告人は，本件少年が，ｋ少年とともに，逃走や被告人を殺すなどといっ

た夜間私語をしていた旨の報告を受けたことを直接の契機として，本件行為

に及んでいるところ，関係証拠によれば，このような報告は，少年院内にお

いてもめったにない類のものであった上，実際に，本件の約１か月前に，他

の少年院で在院者が職員を襲って重傷を負わせるという事件が発生していた

ことが認められる。そして，本件当日は，年長少年の所属する第２学寮の在

院者の礼の仕方が悪かったことなどから，運動会の中止が取り沙汰される出

来事があった上，本件少年及びｋ少年が所属していたのは，規律違反が相次
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いだため出寮停止処分を受けていた第１学寮であり，逃走や被告人を殺すな

どといった話が他の在院者に悪影響を及ぼさないように配慮する必要性もそ

れなりに高かったといえる。また，本件少年は，ｆ少年院に入所して以来規

律違反行為を繰り返しており，本件の３日前にも，出寮停止処分を受けて内

省中であったにもかかわらず不適切な行動をとったことにより，被告人から

厳しく注意を受けたばかりであった。しかも，被告人が上記報告を受けたの

は，３連休に入る直前の夕刻であったことも併せ考えると，上記報告を踏ま

え，保安上の観点，あるいは教育上の観点から（特に前者），緊急の対処を

必要とする状況にあったものであり，その一環として，本件少年に対して実

効的な指導を早急に行う必要性が高かったといえる。

そして，本件行為の前後の行動をみても，被告人は，上記３(1)で認定し

た行為（シーツを使った行為）に及ぶ前に，本件少年に対して一応の事実確

認を行っており，上記３(3)で認定した行為（洗剤を使った行為）の後には，

本件少年を第２学寮に連れて行き，約１時間にわたって同学寮の在院者との

集会を開いて，本件少年に自らが行った行為を顧みる機会を設けている。ま

た，被告人は，本件少年には聴覚系のＬＤなど発達上の問題があり，ｋ少年

にはバイポーラの傾向があるなどと認識していたところ，本件行為後に，連

休中であったにもかかわらず，本件少年のみならずｋ少年に対しても面接指

導を行い，その結果をも踏まえて，本件行為後の最初の出勤日である平成１

７年９月２０日には，他の法務教官らに対し，両少年の特性を踏まえた指導

方法等について具体的に指示している。このように，被告人は，本件少年の

指導に向けた具体的な行動をとっているというべきであるし，このような被

告人の行動は，被告人が本件少年らの指導を行う緊急性があると認識してい

たことの表れと評価できる。

検察官は，被告人は，本件少年が被告人を殺すなどと発言したと思い込ん

で激高し，同人に死の恐怖を味わわせて懲らしめようと犯行に及んだもので
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ある旨主張するが，上記のような被告人の行動とは，いささかそぐわないも

のであるというほかないし，被告人は，本件少年に対し，殴る蹴るなどの直

接的な有形力の行使には及んでおらず，むしろ，実際には，本件少年の頸部

をシーツで絞め付けることはせず，ビニール袋内で２種類の洗剤を混合させ

て有毒な気体を発生させてもいないことなど，ある程度抑制的かつ冷静に行

動したという側面もあることも考え併せると，検察官の上記主張は採用でき

ない。

なお，被告人の検察官調書（乙２，３）には，被告人が本件行為に及んだ

理由等について，検察官の上記主張に沿う供述も記載されているが，この供

述は，上記のとおり，被告人の行動とは必ずしも整合しないから，信用性に

乏しいといわざるを得ない。

以上のとおり，被告人は，被告人を殺すなどという夜間私語に対し，多少

立腹していたとしても，基本的には，本件少年の特性に応じ，指導の目的を

もって，本件行為に及んだものであり，特に保安上の観点から，緊急に対処

する必要があったと認められる。

もっとも，本件少年らの夜間私語は本件当日より以前になされたものであ

り，その後，現実に本件少年らがその発言を実行に移すことを窺わせる具体

的な行動に出たわけではないから，例えば，被告人を殺害する具体的な計画

が発覚したような場合と比較すれば，緊急性の度合いは相対的に見て低かっ

たといえる。

イ ところで，上記のとおり，本件行為に及んだ目的は正当なものであったと

しても，いかなる行為も許されるというわけではないことは，論を待たない

ところである。そこで，本件行為の内容を子細にみると，被告人は，本件少

年に対する事実確認や口頭による指導を十分にしないまま，複数の法務教官

が周囲を取り囲むような状況において，本件少年に対して上記３(1)ないし

(3)で認定した行為を行っているのであり，殴る蹴るなどの直接的な暴力こ
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そ加えてはいないものの，とりわけ，本件少年の頸部にシーツを巻き付けた

上で，自分で頸部を絞め付けて死ぬように迫る旨の文言を申し向ける行為や，

本件少年の面前で，ｐとｑをビニール袋内で混合して有毒な気体が発生して

いるかのように装った上，同ビニール袋を本件少年の顔面に近づけて，そこ

から発生している有毒な気体を吸えば死ねるなどと迫る旨の文言を申し向け

る行為は，本件少年に対して，一方的に，死の現実的危険性を強烈に感じさ

せる行為であり，非常に強い恐怖心や不安感を与えるものである。本件少年

が強い恐怖心を抱いていた状況については，本件行為を目撃した法務教官が

一致して証言しているところである。そして，遺書を作成するよう申し向け

る行為は，本件少年の頸部にシーツを巻き付けた上で，自分で頸部を絞め付

けて死ぬように迫った後，これに引き続いて行われたものであり，これは，

例えば，心を落ち着けて両親や友人らに宛てた架空の手紙を書くなどといっ

た，純粋なロールレタリングの指導の場面とは一線を画するというべきであ

るし，他の法務教官に遺書を作成させて読み上げさせるに至っては，ロール

レタリングの指導としての要素は大きく失われているといわざるを得ない。

本件少年の恐怖心や不安感は，遺書を作成するよう申し向ける行為，さらに

は，これを拒絶したにもかかわらず，他の教官に指示し，遺書を作成させて

読み上げさせる行為と相俟って，より一層大きくなったことは想像に難くな

い。

確かに，被告人は，事後的に，本件少年と個別面接を行って指導している

し，本件少年には，本件行為後，食事ができなくなるなどの特段の悪影響が

あったとは証拠上認められず，本件少年自ら積極的に他者の規律違反行為の

申告を行った形跡も認められるけれども，結果的に見て本件行為が指導の効

果を上げたからといって，そのこと故に直ちに本件行為が指導のために許さ

れるということにはならない。なお，本件少年は，本件行為後しばらくの間，

規律違反行為による処分を受けていないが，本件少年は，本件行為後に２０
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日間の謹慎処分のほか１階級降下の処分を受け，在院期間が延長されている

のであり，本件少年の証言内容からしても，被告人の本件行為だけの指導効

果によって規律違反行為が減ったわけではない。

さらに，被告人は，本件少年には，聴覚系のＬＤのため言語理解に問題が

あるなどと認識しており，本件少年の担任であるｊ教官も同様の問題点を感

じていたところ，被告人は，口頭での指導では十分に指導の効果を上げられ

ないと考えて，死の意味を体験的に理解させるために本件行為に及んだとい

え，専ら私憤を晴らす目的に出た行為とは認められないけれども，そのよう

な本件少年の特殊性を踏まえても，上記のような緊急性の程度と比較して，

本件少年に対して，非常に強い恐怖心や不安感を与える行為を執拗に行い続

けることが，指導のために許される相当な行為であるというのは，社会通念

に照らして直ちに首肯しがたいところであるし，長年にわたって発達の視点

を取り入れた矯正教育のあり方を研究・実践してきた経験のある被告人自身

も，当公判廷において，シーツを首に巻き付けるのは危険な行為なので問題

があるとか，相手にｐとｑをビニール袋内で混ぜ合わせているかのように装

って，そこから発生している有毒な気体を吸うよう迫る行為も，相手に強要

するのはよくないなどと述べているところである。

以上のとおり，本件行為のうち，被告人が，本件当日，体育館において，

本件少年の頸部にシーツを巻き付けた上で，自分で頸部を絞め付けて死ぬよ

うに迫る旨の文言を申し向け，続けて，本件少年に遺書を作成するよう申し

向けた上，同人がこれを拒絶すると，ｍ教官に指示して，「イショ」「ぼく

は死にます。」などと記載した文書を作成させて，これを読み上げさせ，さ

らに，洗濯棟において，本件少年の面前で，ｐとｑをビニール袋内で混合し

て有毒な気体が発生しているかのように装った上，同ビニール袋を本件少年

の顔面に近づけて，そこから発生している有毒な気体を吸えば死ねるなどと

迫る旨の文言を申し向けたという部分は，本件少年に対して非常に強い精神
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的苦痛を執拗に与え続けるものであり，早急に指導を行う必要性があったに

せよ，その緊急性の程度に見合った相当な内容のものであったとはいいがた

く，社会通念に照らして，少年院における矯正教育として許される範囲内を

逸脱した行為といわざるを得ない。したがって，これらの行為は，特別公務

員暴行陵虐罪にいう暴行又は陵辱行為に該当するというべきである。

もっとも，本件行為のうち，被告人が，本件少年に対して，実際に殺人

等を行った場合には少年院等の在院期間が長くなる旨を厳しい口調で説明し

た部分については，本件少年に対して実効的な指導を早急に行う必要性が高

かった本件当時の状況等に照らせば，社会通念に照らし，少年院における矯

正教育として許される範囲内にあることは明らかであり，特別公務員暴行陵

虐罪にいう陵辱行為には該当しない。

(3) 被告人の検察官調書（乙２，３）の任意性及び信用性について

なお，被告人については，捜査段階において，一部を除き公訴事実記載の事

実を認め，自らの行為が特別公務員暴行陵虐罪に該当して有罪である旨を自認

する内容の供述（以下「本件自白」という。）が記載された検察官調書（乙２，

３）が作成されているところ，弁護人はその供述の任意性及び信用性を争って

いる。

そこで検討すると，被告人は，上記の検察官調書が作成されるまでの間，在

宅事件の被疑者として，黙秘権を告知された上で，取調べを受けているが，こ

とさらに長時間の取調べや深夜にわたる取調べがなされたとは認められない。

そして，被告人は，供述調書の内容を読み聞かされ，かつ，自ら閲読する機会

を与えられた上で，供述調書に署名押印をしているところ，被告人は，当公判

廷において，検察官から，供述調書に署名すれば上司に起訴しないようお願い

してあげると言われたなどと供述するものの，被疑者ノート（甲４８）のうち，

特に上記検察官調書が作成された当日の取調べ状況に関する記載のほか，被告

人の公判供述を全体的に考察すれば，要するに，取調べで検察官から追及を受
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け，自己の見解を述べて反論するなどし，検察官と議論したが受け入れられず，

自らの記憶が薄いこともあって，検察官が捜査した結果に委ねるという趣旨で

「お任せします。」などと述べたというのであり，認めれば起訴されないとい

う検察官による利益誘導に従って本件自白に至ったとは認められず，さらに，

被告人の検察官調書（乙２）には，シーツで本件少年の首を絞めていないと思

うという被告人の弁解（これは，本件少年の供述とは食い違うものである。）

や，被告人の記憶に残っていない部分についてはその旨の供述が録取されてい

るし，被告人の検察官調書（乙２，３）には，いずれも，検察官が調書に録取

する内容を口授している最中に被告人の申し出に応じて表現が修正された部分

が存在している。

これらの事情にかんがみると，弁護人の指摘を逐一検討しても，本件自白の

任意性に疑いは生じない。

しかしながら，本件自白は，供述時点から４年ほど前の行為のことについて，

客観的な資料等を十分に確認しないままなされたものであり，その供述内容は，

被告人が本件少年に迫ってシーツで自分自身の頸部を絞めさせたことや，漂白

剤と洗剤を混ぜ合わせたビニール袋を本件少年の口元に近づけて発生した有毒

ガスを吸うように迫ったことなど，重要な部分で上記事実認定に沿わないもの

となっており，動機に関する記載も，既に説示したとおり，本件行為後の被告

人の行動等とも整合しない内容となっている。したがって，本件自白の証拠価

値は低く，その信用性を過大に評価することはできないというべきである。

もっとも，上記のとおり，本件自白を除いても，上記の事実認定は左右され

ない。

５ 結 論

  以上のとおり，被告人は，本件当日，体育館において，本件少年の頸部にシー

ツを巻き付けた上で，自分で頸部を絞め付けて死ぬように迫る旨の文言を申し向

け，続けて，本件少年に遺書を作成するよう申し向けた上，同人がこれを拒絶す



23

ると，ｍ教官に指示し，「イショ」「ぼくは死にます。」などと記載した文書を

作成させて，これを読み上げさせ，さらに，洗濯棟において，本件少年の面前で，

ｐとｑをビニール袋内で混合して有毒な気体が発生しているかのように装った上，

同ビニール袋を本件少年の顔面に近づけて，そこから発生している有毒な気体を

吸えば死ねるなどと迫る旨の文言を申し向けたという事実が認められる。そして，

このような行為は，指導の目的があっても，法務教官の職務上，行うことが許さ

れる行為とはいえず，特別公務員暴行陵虐罪にいう暴行又は陵虐行為に該当する

ので，被告人には同罪が成立するというべきである。

（法令の適用）

被告人の判示所為は刑法１９５条２項に該当するところ，所定刑中懲役刑を選択

し，その刑期の範囲内で被告人を懲役１０月に処し，同法２１条を適用して未決勾

留日数中７０日をその刑に算入し，情状により同法２５条１項を適用してこの裁判

が確定した日から３年間その刑の執行を猶予することとし，訴訟費用については，

刑事訴訟法１８１条１項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

（量刑の理由）

１ 本件は，ｆ少年院の首席専門官であった被告人が，被害少年に対して暴行及

び陵辱・加虐の行為をしたという特別公務員暴行陵虐の事案である。

２ 被告人は，被害少年に対して，首にシーツを巻き付けた上で，自分で首を絞

めて死ぬように迫り，これに続けて被害少年に遺書を作成するよう申し向けた

上，同人がこれを拒絶すると，他の法務教官に命じて遺書を作成させて，これ

を読み上げさせ，さらに２種類の洗剤を混ぜ合わせて有毒な気体が発生してい

るかのように装って，これを吸えば死ねるなどと迫ったものであり，被害少年

に対して非常に強い精神的苦痛を執拗に与え続けたといえ，指導の目的があっ

たにせよ，度を超した内容であったといわざるを得ない。

発達の視点を取り入れた矯正教育のあり方を長年にわたって研究・実践し，相

当の実績を上げてきた被告人が，本件犯行に及んだことはまことに遺憾であり，
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その社会的影響は軽視できない。

  なお，検察官は，本件犯行がｆ少年院の他の法務教官による特別公務員暴行陵

虐事件に影響を及ぼしたかのように主張し，当公判廷に出廷した証人の中には，

本件犯行をまねて自身の犯行に及んだと述べる者もいる。しかしながら，被告人

は，被害少年に対し，殴る蹴るなどの直接的な暴力は加えておらず，被害少年の

特性に応じて緊急に実効的な指導を行う必要性があったことから，専門的見地も

踏まえて指導しようとしたが，許される限度を超えてしまって本件犯行に及んだ

ものであるし，被告人自身，ｆ少年院在任中，他の法務教官らに対して，在院者

に対して暴力を振るわないよう厳しく指導していた。にもかかわらず，上記証人

は，被告人の行為の意図を十分に理解しないまま，自身の犯行の際に，在院者に

対して，殴る蹴るの暴力やそれ以上の暴行・陵虐行為に及んでいると見る余地も

十分にあり，本件犯行に類似した犯行を行っていたとしても，行為の内容・程度

の点でも，行為を行った目的の点でも，本件犯行との間には相当の径庭があるこ

とは明白であって，本件の証拠上，検察官指摘のように他の法務教官への影響が

あったと軽々に認めることはできないから，検察官の上記主張は採用できない。

また，検察官は，被告人が，被害少年を懲らしめ，私憤を晴らすために行った

犯行といわざるを得ず，およそ少年に対する指導・教育の理念とはかけ離れた事

件であったと主張するが，既に認定・説示したとおり，被告人は，被害少年が自

らを殺すという発言をしたことで多少立腹していたとしても，基本的には，被害

少年の特性に応じ，指導の目的をもって，本件犯行に及んだと認められるから，

検察官の上記主張もまた採用できない。

３ 以上のような本件の犯情にかんがみると，被告人の刑事責任は決して軽いとは

いえないが，本件は１名の被害少年に対する１件の暴行・陵虐行為の犯行のみか

らなる事案であり，その内容も，上記のように，指導の目的で行った行為が行き

過ぎたものであるとの評価が妥当することのほか，被告人が本件により厳しい社

会的制裁を受けることが見込まれることや，被告人には，交通違反を除いて前科
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前歴がないこと，これまで２０年以上にわたって，少年に対する矯正教育に携わ

り，発達の視点を取り入れた指導教育のあり方について研究・実践し，実績を上

げてきていたのであり，実際に，ｆ少年院においても，被告人の着任後の取組み

によって，少年院の秩序が安定し，少年が生き生きとしてくるなどの効果を上げ

ていたことなど，被告人のために酌むべき事情を総合的に考慮すると，被告人を

懲役１年６月の実刑に処するのが相当であるという検察官の求刑は重きに失する

というほかなく，被告人に対しては，主文の懲役刑を科した上で，その刑の執行

を猶予するのが相当である。

  よって，主文のとおり判決する。

（求刑 懲役１年６月）

平成２２年１１月１日

    広島地方裁判所刑事第２部

     裁判長裁判官         芦 髙 源

        裁判官         友 重 雅 裕

        裁判官         三貫納   隼           


